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告    示 

市道路線の区域変更及び供用開始に関する告示の訂正（道路管理

課） 

那覇市告示第 255 号  

令和４年９月５日  

掲 示 済  

 

 

市道路線の区域変更及び供用開始に関する告示の訂正 

 

 

令和４年３月30日付那覇市告示第700号にて告示した道路法（昭和27年法第180

号）第18条の規定に基づく市道路線の区域変更及び供用開始に関する告示について、

誤りがあったので、次のとおり訂正する。 

その関係図面は、告示の日から２週間、那覇市都市みらい部道路管理課において、

一般の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

【誤】 

 

１．区域変更及び供用開始する路線 

 

 

２．供用開始する路線 
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【正】 

 

１．区域変更及び供用開始する路線 

 

 

２．供用開始する路線 
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市道路線の区域決定及び供用開始に関する告示の訂正（道路管理

課） 

那覇市告示第 256 号  

令和４年９月５日  

掲 示 済  

 

 

市道路線の区域決定及び供用開始に関する告示の訂正 

 

 

 

 令和４年３月30日付那覇市第告示701号にて告示した道路法（昭和27年法第180

号）第18条の規定に基づく市道路線の区域決定及び供用開始に関する告示について、

誤りがあったので、次のとおり訂正する。 

その関係図面は、告示の日から２週間、那覇市都市みらい部道路管理課において、

一般の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

【誤】 

 

１．区域決定及び供用開始する路線 

 
 

【正】 

 

１．区域決定及び供用開始する路線 
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公    告 

開発行為に関する工事の完了について（建築指導課） 

 

那覇市公告第 276 号  

令和４年８月 23 日  

掲 示 済  

 

 

開発行為に関する工事の完了について 

 

 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、次の開発行為

に関する工事が完了したので、検査済証を交付した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 開発協議同意年月日、番号及び指令番号 

令和４年３月31日 第24－026－06号 

那覇市指令ま建指第１－24－026－06号 

 

２ 開発区域に含まれる地域の名称  

那覇市首里大名町三丁目20番 他４筆 

４期 南側駐車場 

 

３ 公共施設 

なし 

 

４ 開発協議を受けた者の住所及び氏名 

那覇市泉崎一丁目１番１号 

那覇市長 城間 幹子 

 

５ 検査済証番号 

令和４年８月23日 那ま建指第93号 

 

６ 工事完了年月日 

令和４年７月29日 
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那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について

（道路建設課） 

那覇市公告第 288 号  

令和４年８月 29 日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について 

 

 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項の規定において準用する同法

第62条第１項の規定に基づき、図書の写し等の送付を受けたので、同法第62条第

２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

（１）種類 那覇広域都市計画道路事業 

（２）名称 ３・５・10号識名真地線 

 

２ 施行者の名称   沖縄県 

 

３ 縦覧場所及び縦覧期間 

（１）場所 那覇市都市みらい部道路建設課 

（２）期間  令和４年８月29日～令和９年３月31日 
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那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について

（道路建設課） 

那覇市公告第 289 号  

令和４年８月 29 日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について 

 

 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項の規定において準用する同法

第62条第１項の規定に基づき、図書の写し等の送付を受けたので、同法第62条第

２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

（１）種類 那覇広域都市計画道路事業 

（２）名称 ３・３・３号真地久茂地線 

 

２ 施行者の名称   沖縄県 

 

３ 縦覧場所及び縦覧期間 

（１）場所 那覇市都市みらい部道路建設課 

（２）期間  令和４年８月29日～令和９年３月31日 
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那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について

（道路建設課） 

那覇市公告第 290 号  

令和４年８月 29 日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について 

 

 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項の規定において準用する同法

第62条第１項の規定に基づき、図書の写し等の送付を受けたので、同法第62条第

２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

（１）種類 那覇広域都市計画道路事業 

（２）名称 ３・３・10号汀良翁長線 

 

２ 施行者の名称   沖縄県 

 

３ 縦覧場所及び縦覧期間 

（１）場所 那覇市都市みらい部道路建設課 

（２）期間  令和４年８月29日～令和７年３月31日 
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都市計画の図書の写しの縦覧について（都市計画課） 

 

那覇市公告第 296 号  

令和４年８月 30 日  

掲 示 済  

 

 

都市計画の図書の写しの縦覧について 

 

 

沖縄県知事から都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第１項の規定により、

那覇広域都市計画道路９・７・１号沖縄都市モノレールの事業計画変更認可に伴

う図書の写しの送付を受けたので、同法第62条第２項及び同法施行規則第49条の

規定により、次のとおり当該図書の写しを公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

都市計画事業の種類：那覇広域都市計画道路事業 

 

都市計画事業の名称：９・７・１号沖縄都市モノレール 

 

縦覧場所：那覇市 都市みらい部 都市計画課（那覇市役所９Ｆ） 
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令和３年度那覇市人事行政の運営等の状況（人事課） 

 

那覇市公告第 301 号  

令和４年８月 30 日  

掲 示 済  

 

 

令和３年度那覇市人事行政の運営等の状況 

 

 

地方公務員法第58条の２第３項及び那覇市人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例第４条の規定により、令和３年度の那覇市人事行政の運営等の状況を次

のように公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

＜人事行政の運営等の状況について＞ 

 この公表は、人事行政の運営等の公平性、透明性を確保するため、令和３年度に

おける本市の職員数や職員の勤務時間、給与などのほか、研修、健康管理の状況な

どの概要を市民の皆様にお知らせするものです。 

 公表する項目は次のとおりです。 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

２ 職員の競争試験及び選考の状況 

３ 職員の人事評価の状況 

４ 職員の給与の状況 

５ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

６ 職員の休業の状況 

７ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

８ 職員の服務の状況 

９ 職員の退職管理の状況 

10 職員の研修の状況 

11 職員の福祉及び利益の保護の状況 

12 その他市長が必要と認める事項 

13 公平委員会の業務の状況 

 

 公表の内容は、本市の各任命権者及び公平委員会からの報告と各種調査資料を基

に作成しています。 

 公表についてご意見等がございましたら下記までお寄せください。 

 

〒900－8585 那覇市泉崎１－１－１ 

那覇市役所 総務部人事課 

電話：098－861－7499 

       FAX：098－943－0289 
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那覇市ふるさとづくり寄附金に係る指定納付受託者の指定について

（企画調整課） 

那覇市公告第 303 号  

令和４年８月 31 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市ふるさとづくり寄附金に係る指定納付受託者の指定について 

 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定により、次の

とおり指定納付受託者を指定したので公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 指定納付受託者の指定を受けた者 

株式会社ＪＴＢ 

大阪府大阪市中央区南本町二丁目６番 12号 

 

２ 指定納付受託者に納付事務を認めた歳入  

寄附受付ポータルサイトを経由して寄附される那覇市まち・ひと・しごと創

生寄附金 

 

３ 指定納付受託者により代理納付が行える期間 

令和４年８月 30日から令和５年３月 31日 

 

 

【問い合わせ先】                  

企画財務部企画調整課               

〒900－8585 那覇市泉崎１丁目１番１号       

ＴＥＬ 098－862－9937  ＦＡＸ 098－862－4263 
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個人情報業務届出書の公表について（法制契約課） 

 

那覇市公告第 315 号  

令和４年９月５日  

掲 示 済  

 

 

個人情報業務届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第７条第５項及び同施行規則第２条第２項の規定に基

づき、個人情報業務届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について（法制契約

課） 

那覇市公告第 316 号  

令和４年９月５日  

掲 示 済  

 

 

保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条第４項及び那覇市個人情報保護条例施行規則第８

条の２第２項で準用する同規則第２条第２項の規定に基づき、保有個人情報目的外

利用・提供届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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選挙管理委員会告示 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

 

那覇市選挙管理委員会告示第 32 号  

令 和 ４ 年 ８ 月 2 5 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 日 高 清 義  

 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）の規定による直接請求、市町村の合併の特

例に関する法律（平成16年法律第59号）の規定による合併協議会設置の請求及び地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）の規定による解

職請求に必要な選挙権を有する者の数は、次のとおりである。 

 

 

１ 地方自治法第74条第１項及び同法第75条第１項並びに市町村の合併の特例等に

関する法律第４条第１項及び同法第５条第１項に規定する選挙権を有する者の

総数の50分の１の数 

 

5,157人 

 

 

２ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第11項及び同法第５条第15項に規定す

る選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

 

42,973人 

 

 

３ 地方自治法第76条第１項、同法第80条第１項、同法第81条第１項及び同法第86

条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定す

る選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

 

85,945人 
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監査委員公表 

令和４年度財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について

（公表） 

那 監 公 表 第 ４ 号  

令和４年９月 15 日  

 

 

那覇市監査委員   渡 口 勇 人  

同       宮 城  哲  

同      城 間  貞  

同       奥 間  亮  

 

 

令和４年度財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について（公表） 

 

 

令和４年度財政援助団体等監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考と

して講じた措置について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規

定により、那覇市長及び那覇市教育委員会教育長から通知があったので、別添のと

おり公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１８２０号   2022（令和４）年９月15日 

 957 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１８２０号   2022（令和４）年９月15日 

 958 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１８２０号   2022（令和４）年９月15日 

 959 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１８２０号   2022（令和４）年９月15日 

 960 

 

 


